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京都市 

基礎情報 

【人口】1,475,183 人  【世帯】705,874 世帯（平成 27 年国勢調査より（総務省）） 

【母子・父子世帯数】 

母子世帯 9,793 世帯、父子世帯 895 世帯（平成 22 年国勢調査）（京都市データより） 

 

概要 

○ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業について、平成 27 年度は、講座指

定 1 件、受講修了時給付金 1 件の利用実績があった。 

○周知チラシや児童扶養手当受給者の「現況届」の裏面への案内の掲載等により、ひとり

親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業を PR している。 

 

（１）ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の活用 

 ひとり親家庭の学び直しを支援し、より良い条件での就職や転職に向けた可能性を広げ、正

規雇用を中心とした就業につなげていくことを目的として実施している。 

対象講座は、高等学校卒業程度認定試験合格のための講座（通信制講座を含む）であり、 

申請（相談）時に持参した受講講座の資料等を元に、事業対象講座に該当するか精査する（対

象講座に該当するかの判断基準、①1 年以上の実績、②カリキュラムが明確、③料金体系が明

確、④修了証明書が発行できる 等）。 

また、本事業の PR については、周知チラシの作成のほか、対象者が児童扶養手当を受給し

ているケースが多いと考えられることから、毎年 8 月に児童扶養手当受給者の「現況届」の裏

面に当事業の案内を掲載している。 

  



 

2 

 

 

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の周知チラシ 

 

出典）京都市資料 

 

以上 

 

 

 様々な理由で高校等を卒業していない人のために，

「高校を卒業した人と同等以上の学力があるか

どうか」を文部科学省が認定する試験で，年 2 回

実施しています。 

 

 高卒認定試験に合格すると， 

・大学・短大・専門学校の受験資格が得られます。 

・就職や資格試験の受験にも活用できます。 

 

平成 2８年度試験スケジュール 

第 2 回 出願受付   9 月 １日～１５日消印有効 

    試験日  １１月 ５日，６日 

 ※第１回の出願受付は，終了しています。 

 

受験科目等の詳細はこちら↓↓↓ 

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiken

/（文部科学省ＨＰ） 

 

高卒認定試験とは 

お問い合わせ先 

 

□ 受講前 

 

 

 

 

 

□ 講座修了後３０日以内 

 

 

 

□ 講座終了後２年以内 

 

□ 合格後４０日以内 

 

 

※お住まいの区の区役所・支所支援（支援

保護）課（京北地域の方は京北出張所福

祉担当）に申請してください。 

受講する講座を決める。 

講座指定の申請をする(※)。 

受講講座の申込みをする（各学校へ）。 

受講修了時給付金支給申請(2割)を 
する(※)。 

合格時給付金支給申請(４割)をする(※)。 

支給までの流れ 

高卒認定試験受験→合格！ 

 お住まいの区の区役所・支所支援（支援保護）課（京北地域の方は京北出張所福祉担当）まで   

お問い合わせください。 

区役所・支所 電話番号 区役所・支所 電話番号 

北区役所 432－1284 右京区役所 861－1437 

上京区役所 441－5119 
右京区役所 
京北出張所 

852－1815 

左京区役所 702－1114 西京区役所 381－7665 

中京区役所 812－2543 
西京区役所 
洛西支所 

332－9195 

東山区役所 561－9350 伏見区役所 611－2391  

山科区役所 592－3247 
伏見区役所 
深草支所 

642－3564 

下京区役所 371－7218 
伏見区役所 
醍醐支所 

571－6392 

南区役所 681－3281 
  

 

（発行）京都市保健福祉局子育て支援部児童家庭課  電話：２５１－２３８０ 

              

ひとり親家庭のお母さん，お父さんの学び直しを支援します！ 

ひとり親家庭高等学校卒業程度 

認 定 試 験 合 格 支 援 事 業 
 

 京都市では，ひとり親家庭のお母さん，お父さん又はその子どもの学び直しを支

援し，より良い条件での就職や転職につなげるため，高等学校卒業程度認定試験に

合格するための講座を修了したとき及び合格したときに，講座の受講費用の一部を

支給する事業を行っています。 

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業とは？ 

 
 

  ひとり親家庭の親又はその子どもが高卒認定試験合格のための講座（通信講座を含む）を修

了したとき及び合格したときに，受講費用の一部を支給します。 

 

  受講修了時給付金：受講費用の２割(※) 

  合格時給付金  ：受講費用の４割 

   ※２割に相当する額が１０万円を超える場合の支給額は１０万円となります。 

 

 対象となる方は，次のすべてを満たす方です。 

 ・ 20 歳未満の子どもを養育しているひとり親家庭のお母さん，お父さん又はその子ども 

 ・ 児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準の方 

 ・ 過去に高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の給付金を受給していない方 

 ・ 大学入学資格を取得していない方 

 

  講座を受講することを決めたら，講座受講前(※)にお住まいの区の区役所・支所支援（支援保護）

課（京北地域の方は京北出張所福祉担当）に申請してください。申請には，戸籍謄本等の書類が 

必要ですので，あらかじめお問い合わせください。 

どんな事業？➣ 

最大 受講費用の６割 

（上限１５万円） 

どんな事業？➣ 

支給額は➣ 

対象者は➣ 

申請方法は➣ 


